
　令和3年3月より、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が導入されることに伴い、マイナ
ンバーカードでの健康保険証利用が開始になりますが、組合員証等は廃止されないため、現在の組合
員証等についても、引き続き保険医療機関等の受診は可能です。

　令和２年４月１日より、被扶養者認定に際して「日本国内に住所を有する者」であることが要件とし
て追加されます。
　ただし、外国に一時的に留学をする学生等、日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例
外的に認定要件を満たす者として取扱います。
　この具体的な取扱いについては、『共済だより』３月号および本組合ホームページでお知らせいたします。

　毎年、医療費適正化対策事業の一環として、組合員と被扶養
者（家族を含む。）の方々を対象に、健康管理の意識を高めてい
ただくことを目的とした「健康講座」を開催しております。
　今年度は、11月6日（春日部会場）と11月11日（さいたま会
場）に、菊池桃子さんをお迎えして開催したところ、両会場で
426名の方にご参加いただきました。
　両日共に、菊池桃子さんが「すべての世代に贈りたい言葉」
という演題で講演をしました。

● 心が元気であることの大切さを学んだ。
● 実体験を交えてのお話で好感が持てました。
● 身振り手振りを含め、話し方が一生懸命でよかった。
● これまでの印象とは違う新たな一面を感じることができた。
● 話し方が丁寧でわかりやすかった。
● 学びの大切さをあらためて感じました。
● 身近に感じることができた。
● 生き生きと講演する姿は魅力的でした。
● とてもあたたかみのあるお人柄で、癒されました。
● 共感できるところがたくさんありました。

令和3年3月以降の組合員証等による令和3年3月以降の組合員証等による
保険医療機関等の受診について保険医療機関等の受診について

被扶養者認定要件の制度改正（国内居住の要件追加）について被扶養者認定要件の制度改正（国内居住の要件追加）について

令和元年度 健康講座を開催しました！令和元年度 健康講座を開催しました！

　参加者426名のうち285名の方にアンケートのご協力をいただきました。
「講演の感想」について掲載いたします。

あまりよくなかった
4人  1％ 未回答

5人  2％

よかった
82人  29％

大変よかった
182人  64％

普通
12人  4％

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　他にもたくさんのご意見やご感想をいただきました。
アンケートにご協力いただきまして、ありがとうございました。

◉ 菊池桃子さんの講演はいかがでしたか？ ◉ 参加した皆さまからの感想
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